
消費税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布す

る。 

平成２５年１２月２６日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第２１号 

消費税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例  

（瀬戸市財産条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市財産条例（昭和３９年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（行政財産の目的外使用に係る使用料） （行政財産の目的外使用に係る使用料） 

第１０条 法第２３８条の４第７項の規定により

許可を受けて行政財産を供用する者は、次に定

める額の使用料を納入しなければならない。 

第１０条 法第２３８条の４第７項の規定により

許可を受けて行政財産を供用する者は、次に定

める額の使用料を納入しなければならない。 

⑴ 土地の使用に係る使用料の額は、年額によ

るものにあっては当該土地の近傍類似地の固

定資産評価額より算出される固定資産税課税

標準額に１００分の５を乗じて得た額、月額

によるものにあっては年額による使用料の額

の１２分の１に相当する額、日額によるもの

にあっては年額による使用料の額の３６５分

の１に相当する額。ただし、当該土地の使用

期間が１月未満の場合は、当該算出した額に

１００分の１０８を乗じて得た額 

⑴ 土地の使用に係る使用料の額は、年額によ

るものにあっては当該土地の近傍類似地の固

定資産評価額より算出される固定資産税課税

標準額に１００分の５を乗じて得た額、月額

によるものにあっては年額による使用料の額

の１２分の１に相当する額、日額によるもの

にあっては年額による使用料の額の３６５分

の１に相当する額。ただし、当該土地の使用

期間が１月未満の場合は、当該算出した額に

１００分の１０５を乗じて得た額 

⑵ 建物（建物に附随した土地を含む。）の使

用に係る使用料の額は、年額によるものにあ

っては当該建物の適正な評価額に１００分の

１０を乗じて算出した額に１００分の１０８

 ⑵ 建物（建物に附随した土地を含む。）の使

用に係る使用料の額は、年額によるものにあ

っては当該建物の適正な評価額に１００分の

１０を乗じて算出した額に１００分の１０５



を乗じて得た額、月額によるものにあっては

年額による使用料の額の１２分の１に相当す

る額、日額によるものにあっては年額による

使用料の額の３６５分の１に相当する額 

を乗じて得た額、月額によるものにあっては

年額による使用料の額の１２分の１に相当す

る額、日額によるものにあっては年額による

使用料の額の３６５分の１に相当する額 

 ⑶及び⑷ ＜省略＞  ⑶及び⑷ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

（瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例（平成１５年瀬戸市

条例第１１号）の一部を次のように改正する。  

別表第１を次のように改める。  

別表第１（第７条関係）  

区分  金額  

9 時～
12 時  

13 時～
17 時  

18 時～
22 時  

9 時～
17 時  

13 時～
22 時  

9 時～
22 時  

22 時以
降 1 時
間につ

き  

マルチメディ
ア電子会議室  

平日  円  
6,470 

円  
8,610 

円  
8,610 

円  
17,230 

円  
19,380 

円  
28,000 

円  
2,580 

土曜日、日曜
日及び祝日  

7,110 9,480 9,480 18,960 21,330 30,810 2,850 

研修室１  2,720 3,630 3,630 7,260 8,160 11,790 1,090 

研修室２  4,420 5,890 5,890 11,780 13,250 19,150 1,770 

スタジオ１  1,140 1,520 1,520 3,040 3,420 4,940 450 

スタジオ２  2,780 3,720 3,720 7,440 8,380 12,100 1,120 

録音室  160 220 220 450 510 740 70 

インターネットコーナー  4,370 5,830 5,830 11,660 13,120 18,950 1,740 

（瀬戸市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第３条 瀬戸市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例（昭和４９年瀬

戸市条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  



 

改正後 改正前 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

区分 単位 金額 

大広間 ＜省略＞ 円 

３，２４０ 

会議室 ＜省略＞ １，０８０ 

和室 ＜省略＞ １，０８０ 

作業室 ＜省略＞ ２，１６０ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

区分 単位 金額 

大広間 ＜省略＞ 円 

３，１５０ 

会議室 ＜省略＞ １，０５０ 

和室 ＜省略＞ １，０５０ 

作業室 ＜省略＞ ２，１００ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

  

 （瀬戸市春雨墓苑条例の一部改正）  

第４条 瀬戸市春雨墓苑条例（昭和４５年瀬戸市条例第２０号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下  

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第８条 ＜省略＞ 第８条 ＜省略＞ 

２ 使用料は、墓地永代使用料及び環境整備料と

し、その額は、使用の許可を受けた墓地の地積

に、墓地永代使用料にあっては１平方メートル

当たり１３万円以内、環境整備料にあっては１

平方メートル当たり３８８円以内において規則

で定める額を乗じて得た額（墓地永代使用料に

あっては１，０００円未満、環境整備料にあっ

ては１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。)とする。 

２ 使用料は、墓地永代使用料及び環境整備料と

し、その額は、使用の許可を受けた墓地の地積

に、墓地永代使用料にあっては１平方メートル

当たり１３万円以内、環境整備料にあっては１

平方メートル当たり３７８円以内において規則

で定める額を乗じて得た額（墓地永代使用料に

あっては１，０００円未満、環境整備料にあっ

ては１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。)とする。 
  

（瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正）  

第５条 瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年瀬戸市条

例第９号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下



 

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

種類 区分 金額 

し尿 定額制 １人につき月額 ４３２円 

１世帯につき月額 ３０８円 

従量制 ２０リットルにつき ２２１円 

臨時 １回につき ６４３円 

粗大

ごみ 

 １個につき ８２０円 

 

種類 区分 金額 

し尿 定額制 １人につき月額 ４２０円 

１世帯につき月額 ３００円 

従量制 ２０リットルにつき ２１５円 

臨時 １回につき ６２５円 

粗大

ごみ 

 １個につき ８００円 

 

備考 ＜省略＞ 備考 ＜省略＞ 
  

 （瀬戸市宮前地下街使用条例の一部改正）  

第６条 瀬戸市宮前地下街使用条例（昭和２６年瀬戸市条例第４９号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第３条 店舗の使用料は、１店舗につき月額１万 第３条 店舗の使用料は、１店舗につき月額１万 

４，０４０円とする。 ３，６５０円とする。 
  

 （瀬戸蔵条例の一部改正）  

第７条 瀬戸蔵条例（平成１６年瀬戸市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。  

別表第２を次のように改める。  

別表第２（第７条関係）

区分 金額 

午前 午後 夜間 全日 繰上・延長時間 

9時～1 13時～118時～ 9時～218時 30 12時～ 17時～ 21時 30



 

2時 7時 21時 30

分 

時 30分 分～９

時 

13時 18時 分以降

（1時間

につき） 

ホ

ー

ル 

つ

ば

き

ホ

ー

ル 

舞台練習及

び催物準備

のため使用

する場合 

平日 円 

3,180 

円 

4,830 

円 

6,060 

円 

12,130 

円 

920 

円 

1,230 

円 

1,640 

円 

1,850 

土曜日、日曜日

及び祝日 

3,800 5,760 7,200 14,500 1,130 1,440 1,950 2,160 

その他の場

合 

平日 10,490 15,730 19,950 39,800 ― 3,900 5,340 5,960 

土曜日、日曜日

及び祝日 

12,540 18,820 23,860 47,720 ― 

 

4,730 6,370 7,200 

楽屋１ 1,020 1,540 1,950 3,900 300 410 510 610 

楽屋２ 1,020 1,540 1,950 3,900 300 410 510 610 

リハーサル室 1,230 1,850 2,360 4,730 410 510 610 720 

市民ギャラリー 1,640 2,460 3,080 6,270 510 610 820 920 

多

目

的

ホ

ー

ル 

全面 8,430 12,650 16,040 32,090 2,570 3,180 4,320 4,830 

Ａ面 3,290 4,930 6,270 12,540 1,020 1,230 1,640 1,850 

Ｂ面 3,290 4,930 6,270 12,540 1,020 1,230 1,640 1,850 

Ｃ面 3,290 4,930 6,270 12,540 1,020 1,230 1,640 1,850 

会

議

室 

特別会議室 2,770 4,210 5,240 10,590 820 1,020 1,440 1,540 

会議室１ 1,020 1,540 1,950 3,900 300 410 510 610 

会議室２ 1,020 1,540 1,950 3,900 300 410 510 610 

会議室３ 1,020 1,540 1,950 3,900 300 410 510 610 

会議室４ 1,440 2,160 2,770 5,450 410 510 720 820 

会議室５ 1,440 2,160 2,770 5,450 410 510 720 820 

備考 ＜省略＞  

（瀬戸市スポーツ施設条例の一部改正） 

第８条 瀬戸市スポーツ施設条例（昭和４５年瀬戸市条例第３０号）の一

部を次のように改正する。  

別表第２及び別表第３を次のように改める。  

別表第２（第５条関係）  



 

施設 区分 単位 金額 

窯神グラウンド及び

陶祖グラウンド 

１月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで 円 

５４０ 

午前９時から正午まで １，６２０ 

正午から午後３時まで １，６２０ 

午後３時から午後６時まで ５４０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで ８１０ 

午前９時から正午まで １，６２０ 

正午から午後３時まで １，６２０ 

午後３時から午後６時まで １，６２０ 

東公園グラウンド及

び北グラウンド 

１月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで ８６０ 

午前９時から正午まで ２，５９０ 

正午から午後３時まで ２，５９０ 

午後３時から午後６時まで ８６０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，２９０ 

午前９時から正午まで ２，５９０ 

正午から午後３時まで ２，５９０ 

午後３時から午後６時まで ２，５９０ 

南公園グラウンド １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで ８６０ 

午前９時から正午まで ２，５９０ 

正午から午後３時まで ２，５９０ 

午後３時から午後６時まで ８６０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，２９０ 

午前９時から正午まで ２，５９０ 

正午から午後３時まで ２，５９０ 

午後３時から午後６時まで ２，５９０ 

午後６時から午後９時まで ２，５９０ 

市民公園野球場 １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで １，０８０ 

午前９時から正午まで ３，２４０ 

正午から午後３時まで ３，２４０ 

午後３時から午後６時まで １，０８０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，６２０ 

午前９時から正午まで ３，２４０ 

正午から午後３時まで ３，２４０ 

午後３時から午後６時まで ３，２４０ 



 

午後６時から午後９時まで ３，２４０ 

東公園テニスコー

ト、北テニスコート、

市民公園Ａテニスコ

ート及び市民公園Ｂ

テニスコート 

１面につき 午前７時から午前９時まで ４３０ 

午前９時から午前１１時まで ４３０ 

午前１１時から午後１時まで ４３０ 

午後１時から午後３時まで ４３０ 

午後３時から午後５時まで ４３０ 

午後５時から午後７時まで ４３０ 

午後７時から午後９時まで ４３０ 

市民公園プール 個人使用１人

１回につき 

一般 午前９時から午後５時まで ２１０ 

高校生 午前９時から午後５時まで １００ 

小学生及び中

学生 

午前９時から午後５時まで ５０ 

団体使用（２０人以上で使用

する場合をいう。）１人１回

につき 

個人使用の金額から１０分の１の額を減じた額 

市民公園武道館 剣道場 １面につき 午前９時から正午まで １，０８０ 

正午から午後３時まで １，０８０ 

午後３時から午後６時まで １，０８０ 

午後６時から午後９時まで １，０８０ 

個人使用１人

１回につき 

午前９時から正午まで １６０ 

正午から午後３時まで １６０ 

午後３時から午後６時まで １６０ 

午後６時から午後９時まで １６０ 

柔道場 １面につき 午前９時から正午まで １，０８０ 

正午から午後３時まで １，０８０ 

午後３時から午後６時まで １，０８０ 

午後６時から午後９時まで １，０８０ 

個人使用１人

１回につき 

午前９時から正午まで １６０ 

正午から午後３時まで １６０ 

午後３時から午後６時まで １６０ 

午後６時から午後９時まで １６０ 

市民公園弓道場 個人使用１人１回につき 午前９時から正午まで １００ 

正午から午後３時まで １００ 

午後３時から午後６時まで １００ 

午後６時から午後９時まで １６０ 



 

専用使用 午前９時から正午まで ２，１６０ 

正午から午後３時まで ２，１６０ 

午後３時から午後６時まで ２，１６０ 

午後６時から午後９時まで ３，２４０ 

市民公園陸上競技場 団体使用 ２０人以上５

０人以下 

午前９時から午後１時まで １，０８０ 

午後１時から午後５時まで １，０８０ 

午後５時から午後７時まで ４３０ 

５１人以上１

００人以下 

午前９時から午後１時まで ２，１６０ 

午後１時から午後５時まで ２，１６０ 

午後５時から午後７時まで ８６０ 

１０１人以上 午前９時から午後１時まで ３，２４０ 

午後１時から午後５時まで ３，２４０ 

午後５時から午後７時まで １，２９０ 

個人使用１人１回につき 午前９時から午後７時まで １００ 

専用使用 午前９時から午後１時まで ４，０５０ 

午後１時から午後５時まで ４，０５０ 

午後５時から午後７時まで １，６２０ 

瀬

戸

市

体

育

館

及

び

瀬

戸

市

第

二

体

育

館 

第１競技場   午前９時から午前１１時まで ２，１６０ 

午前１１時から午後１時まで ２，１６０ 

午後１時から午後３時まで ２，１６０ 

午後３時から午後５時まで ２，１６０ 

午後５時から午後７時まで ４，３２０ 

午後７時から午後９時まで ４，３２０ 

第２競技場   午前９時から午前１１時まで １，０８０ 

午前１１時から午後１時まで １，０８０ 

午後１時から午後３時まで １，０８０ 

午後３時から午後５時まで １，０８０ 

午後５時から午後７時まで ２，１６０ 

午後７時から午後９時まで ２，１６０ 

第３競技場   午前９時から午前１１時まで １，７２０ 

午前１１時から午後１時まで １，７２０ 

午後１時から午後３時まで １，７２０ 

午後３時から午後５時まで １，７２０ 

午後５時から午後７時まで ３，４５０ 

午後７時から午後９時まで ３，４５０ 



 

会議室 １室につき 午前９時から午前１１時まで ５４０ 

午前１１時から午後１時まで ５４０ 

午後１時から午後３時まで ５４０ 

午後３時から午後５時まで ５４０ 

午後５時から午後７時まで １，０８０ 

午後７時から午後９時まで １，０８０ 

バスケットボー

ルコート 

１面につき 午前９時から午前１１時まで １，４００ 

午前１１時から午後１時まで １，４００ 

午後１時から午後３時まで １，４００ 

午後３時から午後５時まで １，４００ 

午後５時から午後７時まで ２，７００ 

午後７時から午後９時まで ２，７００ 

バレーボールコ

ート 

１面につき 午前９時から午前１１時まで １，０９０ 

午前１１時から午後１時まで １，０９０ 

午後１時から午後３時まで １，０９０ 

午後３時から午後５時まで １，０９０ 

午後５時から午後７時まで １，８６０ 

午後７時から午後９時まで １，８６０ 

バドミントンコ

ート 

１面につき 午前９時から午前１１時まで ６３０ 

午前１１時から午後１時まで ６３０ 

午後１時から午後３時まで ６３０ 

午後３時から午後５時まで ６３０ 

午後５時から午後７時まで ９１０ 

午後７時から午後９時まで ９１０ 

卓球台 １台につき 午前９時から午前１１時まで ３２０ 

午前１１時から午後１時まで ３２０ 

午後１時から午後３時まで ３２０ 

午後３時から午後５時まで ３２０ 

午後５時から午後７時まで ５４０ 

午後７時から午後９時まで ５４０ 

トレーニングル

ーム 

１人１回につき 午前９時から午後９時まで １００ 

１人１月につき 午前９時から午後９時まで １，６２０ 

備考 ＜省略＞  

別表第３（第５条関係）  



 

施設 区分 単位 金額 備考 

南公園グラウンド 夜間照明設備 最初の１時間まで 円 

６，４８０ 

利用期間は、４月から１０

月までとし、点灯時間は、

午後６時から午後９時まで

の間とする。 

以後３０分ごと ３，２４０ 

市民公園野球場 夜間照明設備 最初の１時間まで ８，６４０ 

以後３０分ごと ４，３２０ 

市民公園Ａテニスコ

ート 

夜間照明設備 １面につき１時間

ごと 

４３０ 

瀬戸市体育館第１

競技場 

照明設備 半面につき２時間

ごと 

１，０８０ 午前９時から午後５時まで

の間に点灯する場合に適用

する。 

希望者の申出によって点灯

するものとし、点灯に係る

施設に他の使用者がある場

合でも使用料は、申し出た

者が負担するものとする。 

瀬戸市体育館第２

競技場 

照明設備 半面につき２時間

ごと 

５４０ 

瀬戸市第二体育館 照明設備 半面につき２時間

ごと 

８６０ 

瀬戸市体育館及び

瀬戸市第二体育館 

体操器具 １種目につき １００ 別表第２の単位欄の時間区

分ごとに設備器具使用料を

納めるものとする。 

電光式得点掲示器 一式につき ５４０ 

仮設舞台 一式につき ４３０ 

舞台用照明器具 一式につき １,０８０ 

放送設備 一式につき ５４０ 

マイクロフォン １本につき １００ 

折りたたみ椅子 １個につき １０ 

机 １個につき ２０ 

フロアーシート １枚につき １０ 

（瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部改正）  

第９条 瀬戸市立学校体育施設使用料条例（平成１４年瀬戸市条例第２２

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下  

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 



 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

施設 単位 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

中学校校庭 ＜省略＞ １，３３０円 
 

施設 単位 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

中学校校庭 ＜省略＞ １，３００円 
 

  

（瀬戸市定光寺野外活動センター条例の一部改正） 

第１０条  瀬戸市定光寺野外活動センター条例（昭和６０年瀬戸市条例第

７号）の一部を次のように改正する。  

別表第１及び別表第２を次のように改める。  

別表第１（第５条関係）  

区分 金額 

団体 一般 

キャンプ場 テント場 常設テント、移動テント、持ち込みテ

ント各１張１回につき 

円 

４３０ 

円 

８６０ 

炊飯場 １人１回につき １００ ２１０ 

営火場 １人１回につき ５０ １００ 

集会室 第１集会室 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

午後９時～翌日午前９時 ５４０ １,０８０ 

第２集会室 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

午後９時～翌日午前９時 ５４０ １,０８０ 

第３集会室 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

午後９時～翌日午前９時 ５４０ １,０８０ 

第４集会室 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

午後９時～翌日午前９時 ５４０ １,０８０ 

会議室 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 



 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

研修室 研修室１ 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

午後９時～翌日午前９時 ５４０ １,０８０ 

研修室２ 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

午後９時～翌日午前９時 ５４０ １,０８０ 

研修室３ 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

午後９時～翌日午前９時 ５４０ １,０８０ 

身障者室 午前９時～午後１時 ５４０ １,０８０ 

午後１時～午後５時 ５４０ １,０８０ 

午後５時～午後９時 ５４０ １,０８０ 

午後９時～翌日午前９時 ５４０ １,０８０ 

浴室 １人１回につき ５０ １００ 

炊飯室 １人３時間につき １００ ２１０ 

食堂 １人３時間につき ５０ １００ 

備考 ＜省略＞  

別表第２（第５条関係）  

区分 単位 金額 

炊飯セット 一式１回につき 円 

３２０ 

飯ごう １個１回につき ５０ 

なべ １個１回につき ５０ 

やかん １個１回につき ５０ 

寝具 一式１回につき ２３０ 

備考 ＜省略＞  

 （パルティせと市民交流センター条例の一部改正条例）  

第１１条  パルティせと市民交流センター条例（平成１６年瀬戸市条例第



 

２１号）の一部を次のように改正する。  

別表第２を次のように改める。  

別表第２（第７条関係）  

区分 

 

金額 

午前 午後 夜間 全日 繰上・延長時間 

9 時～12

時 

13 時～

17時 

18 時～

21 時 30

分 

9 時～21

時 30分 

8時30分

～9時 

12 時～

13時 

17 時～

18時 

21時 30分

以降（1時

間につき） 

第１会議室 円 

1,440 

円 

2,160 

円 

2,770 

円 

5,450 

円 

410 

円 

510 

円 

720 

円 

820 

第２会議室 1,330 2,050 2,460 5,140 410 510 610 720 

大会議室 2,770 4,210 5,240 10,590 820 1,020 1,330 1,540 

マルチメディアルーム 5,760 8,640 10,900 21,900 1,740 2,160 2,980 3,290 

第１学習室 2,260 3,390 4,320 8,640 720 820 1,130 1,330 

第２学習室 2,260 3,390 4,320 8,640 720 820 1,130 1,330 

アリーナ 10,080 15,120 19,130 38,260 2,980 3,700 5,140 5,760 

フィットネスジム 200円／1回 

備考 ＜省略＞  

 （瀬戸市新世紀工芸館条例の一部改正）  

第１２条  瀬戸市新世紀工芸館条例（平成１１年瀬戸市条例第７号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用料等）  （使用料等） 

第７条 施設等の使用の許可を受けた者（以下「 

使用者」という。）は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める額の研修費又は使用

料（以下「使用料等」という。）を納付しなけ

第７条 施設等の使用の許可を受けた者（以下「 

使用者」という。）は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める額の研修費又は使用

料（以下「使用料等」という。）を納付しなけ



 

ればならない。 ればならない。 

⑴ 研修費は、研修生１人当たり月額２０，５

７０円とする。 

⑴ 研修費は、研修生１人当たり月額２０，０

００円とする。 

⑵ 工芸館の展示室において展示を行う場合の

使用料は、次のとおりとする。 

⑵ 工芸館の展示室において展示を行う場合の

使用料は、次のとおりとする。 

展示室の種類 単位 金額 

ギャラリー１ ＜省略＞ 円 

６１０ 

ギャラリー２ ＜省略＞ ３，８００ 

ギャラリー３ ＜省略＞ ３，２９０ 

ギャラリー４ ＜省略＞ １，６４０ 

ギャラリー５ ＜省略＞ ６，７８０ 
 

展示室の種類 単位 金額 

ギャラリー１ ＜省略＞ 円 

６００ 

ギャラリー２ ＜省略＞ ３，７００ 

ギャラリー３ ＜省略＞ ３，２００ 

ギャラリー４ ＜省略＞ １，６００ 

ギャラリー５ ＜省略＞ ６，６００ 
 

⑶ 工芸館の体験工房において作陶又は絵付け

の体験を行う場合の使用料は、作陶にあって

は１人当たり１回１，６４０円以内、絵付け

にあっては１人当たり１回５１０円以内にお

いて規則で定める額とする。 

⑶ 工芸館の体験工房において作陶又は絵付け

の体験を行う場合の使用料は、作陶にあって

は１人当たり１回１，６００円以内、絵付け

にあっては１人当たり１回５００円以内にお

いて規則で定める額とする。 

⑷及び⑸ ＜省略＞ ⑷及び⑸ ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 
  

 （瀬戸市地域交流センター条例の一部改正）  

第１３条  瀬戸市地域交流センター条例（平成２２年瀬戸市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表第２（第８条、第１８条関係） 別表第２（第８条、第１８条関係） 

使用面積 使用時間１時間

ごとの単価（円） 

＜省略＞ ＜省略＞ 

２０㎡以上４０㎡未満 ４１０ 

４０㎡以上６０㎡未満 ６１０ 

使用面積 使用時間１時間

ごとの単価（円） 

＜省略＞ ＜省略＞ 

２０㎡以上４０㎡未満 ４００ 

４０㎡以上６０㎡未満 ６００ 



 

６０㎡以上８０㎡未満 ８２０ 

８０㎡以上１００㎡未満 １，０２０ 

１００㎡以上１２０㎡未満 １，２３０ 

１２０㎡以上１４０㎡未満 １，４４０ 

１４０㎡以上１６０㎡未満 １，６４０ 

１６０㎡以上１８０㎡未満 １，８５０ 

１８０㎡以上 ２，０５０ 
 

６０㎡以上８０㎡未満 ８００ 

８０㎡以上１００㎡未満 １，０００ 

１００㎡以上１２０㎡未満 １，２００ 

１２０㎡以上１４０㎡未満 １，４００ 

１４０㎡以上１６０㎡未満 １，６００ 

１６０㎡以上１８０㎡未満 １，８００ 

１８０㎡以上 ２，０００ 
 

備考 ＜省略＞ 備考 ＜省略＞ 
  

 （瀬戸市都市公園条例の一部改正）  

第１４条  瀬戸市都市公園条例（昭和３９年瀬戸市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係） 

区分 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

法第６条第１項若しく

は第３項の許可を受け

て仮設工作物を設ける

場合又は第４条第１項

若しくは第３項の許可

を受けて行為をする場

合 

８時３０分から１２時

３０分まで 

５４０ 

１２時３０分から１７

時まで 

５４０ 

１７時から２１時まで 

５４０ 

有料公園施設を使用す

る場合 

９時から１２時まで 

４３０ 

１３時から１６時３０

分まで 

４３０ 

１７時３０分から２１

時まで 

区分 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

法第６条第１項若しく

は第３項の許可を受け

て仮設工作物を設ける

場合又は第４条第１項

若しくは第３項の許可

を受けて行為をする場

合 

８時３０分から１２時

３０分まで 

５２０ 

１２時３０分から１７

時まで 

５２０ 

１７時から２１時まで 

５２０ 

有料公園施設を使用す

る場合 

９時から１２時まで 

４２０ 

１３時から１６時３０

分まで 

４２０ 

１７時３０分から２１

時まで 



 

４３０ 
 

４２０ 
 

  

 （瀬戸市道路占用料条例の一部改正）  

第１５条  瀬戸市道路占用料条例（昭和４８年瀬戸市条例第１９号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（占用料） （占用料） 

第４条 占用料は、別表のとおりとする。ただし、

占用の期間が１月未満の占用についての占用料

は、同表により算出した額に１００分の１０８

を乗じて得た額とする。 

２ ＜省略＞ 

第４条 占用料は、別表のとおりとする。ただし、

占用の期間が１月未満の占用についての占用料

は、同表により算出した額に１００分の１０５

を乗じて得た額とする。 

２ ＜省略＞ 
  

 （瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部改正）  

第１６条  瀬戸市公共用物の管理に関する条例（平成５年瀬戸市条例第１

４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（占用料等の徴収） （占用料等の徴収） 

第７条 占用者等から、年度ごとに当該年度内に

おいて許可を受けた占用等の期間又は数量に応

じて、次に定めるところにより、土地占用料、 

流水占用料又は産出物採取料（以下「占用料等」

という。）を徴収する。 

⑴ 土地占用料は、別表第１により算出した額。

ただし、当該土地の占用の期間が１月未満の

場合は、同表により算出した額に１００分の

１０８を乗じて得た額 

第７条 占用者等から、年度ごとに当該年度内に

おいて許可を受けた占用等の期間又は数量に応

じて、次に定めるところにより、土地占用料、 

流水占用料又は産出物採取料（以下「占用料等」

という。）を徴収する。 

⑴ 土地占用料は、別表第１により算出した額。

ただし、当該土地の占用の期間が１月未満の

場合は、同表により算出した額に１００分の

１０５を乗じて得た額 



 

⑵ 流水占用料は、別表第２により算出した額

に１００分の１０８を乗じて得た額 

⑶ 産出物採取料は、別表第３により算出した

額に１００分の１０８を乗じて得た額 

２ ＜省略＞ 

⑵ 流水占用料は、別表第２により算出した額

に１００分の１０５を乗じて得た額 

⑶ 産出物採取料は、別表第３により算出した

額に１００分の１０５を乗じて得た額 

２ ＜省略＞ 
  

（瀬戸市河川管理条例の一部改正）  

第１７条  瀬戸市河川管理条例（平成１２年瀬戸市条例第１８号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（流水占用料等の徴収） （流水占用料等の徴収） 

第５条 法第２３条から第２５条までの許可を受

けた者から、次に定める流水占用料、土地占用

料又は河川産出物採取料（以下「流水占用料等」

という。）の額を徴収する。 

⑴ 流水占用料は、別表第１により算出した額

に１００分の１０８を乗じて得た額 

⑵ 土地占用料は、別表第２により算出した額。

ただし、当該土地の占用の期間が１月未満の

場合は、同表により算出した額に１００分の

１０８を乗じて得た額 

⑶ 河川産出物採取料は、別表第３により算出

した額に１００分の１０８を乗じて得た額 

第５条 法第２３条から第２５条までの許可を受

けた者から、次に定める流水占用料、土地占用

料又は河川産出物採取料（以下「流水占用料等」

という。）の額を徴収する。 

⑴ 流水占用料は、別表第１により算出した額

に１００分の１０５を乗じて得た額 

⑵ 土地占用料は、別表第２により算出した額。

ただし、当該土地の占用の期間が１月未満の

場合は、同表により算出した額に１００分の

１０５を乗じて得た額 

⑶ 河川産出物採取料は、別表第３により算出

した額に１００分の１０５を乗じて得た額 
  

（瀬戸市下水道条例の一部改正）  

第１８条  瀬戸市下水道条例（昭和４５年瀬戸市条例第７号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  



 

改正後 改正前 

（使用料の額） （使用料の額） 

第１３条 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用

料と超過使用料の額にそれぞれ１００分の１０

８を乗じて得た額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）を合算した額とする。 

＜省略＞ 
 

第１３条 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用

料と超過使用料の額にそれぞれ１００分の１０

５を乗じて得た額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）を合算した額とする。 

＜省略＞ 
 

  

 （瀬戸市水道事業給水条例の一部改正）  

第１９条  瀬戸市水道事業給水条例（昭和３５年瀬戸市条例第８号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（加入分担金） （加入分担金） 

第９条の２ ＜省略＞ 

２ 加入分担金の額は、次の表の左欄に掲げる水

道メーターの口径の区分に対応する同表の右欄

に掲げる金額（給水装置の改造の工事に係る加

入分担金については、当該給水装置の改造後の

水道メーターの口径に対応する金額から当該給

水装置の改造前の水道メーターの口径に対応す

る金額を控除した後の額）とする。 

水道メーターの口径 加入分担金の額 

ミリメートル 円 

１３ ９５,０４０ 

２０ ２２４,６４０ 

２５ ３５１,０００ 

４０ ８９９,６４０ 

５０ １,４０５,０８０ 

第９条の２ ＜省略＞ 

２ 加入分担金の額は、次の表の左欄に掲げる水

道メーターの口径の区分に対応する同表の右欄

に掲げる金額（給水装置の改造の工事に係る加

入分担金については、当該給水装置の改造後の

水道メーターの口径に対応する金額から当該給

水装置の改造前の水道メーターの口径に対応す

る金額を控除した後の額）とする。 

水道メーターの口径 加入分担金の額 

ミリメートル 円 

１３ ９２,０００ 

２０ ２１８,０００ 

２５ ３４１,０００ 

４０ ８７４,０００ 

５０ １,３６６,０００ 
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７５ ３,１６１,１６０ 

１００ ５,６２１,４００ 

１５０ １２,６４６,８００ 
 

７５ ３,０７３,０００ 

１００ ５,４６５,０００ 

１５０ １２,２９５,０００ 
 

３及び４ ＜省略＞ ３及び４ ＜省略＞ 

（料金） 

第３０条 料金は、給水料及びメーター使用料と

する。 

⑴ 給水料の額は、次の表に定めるところによ

り算出した基本料金と超過料金の額にそれぞ

れ１００分の１０８を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

を合算した額とする。 

＜省略＞ 

⑵ メーター使用料の額は、次の表に定めると 

ころにより算出した額に１００分の１０８を 

乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、 

これを切り捨てる。）とする。 

＜省略＞ 
 

（料金） 

第３０条 料金は、給水料及びメーター使用料と

する。 

⑴ 給水料の額は、次の表に定めるところによ

り算出した基本料金と超過料金の額にそれぞ

れ１００分の１０５を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

を合算した額とする。 

＜省略＞ 

⑵ メーター使用料の額は、次の表に定めると 

ころにより算出した額に１００分の１０５を 

乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、 

これを切り捨てる。）とする。 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 第１条から第３条まで及び第７条から第１７条までの規定は、この条

例施行の日以後の施設等の使用の許可を受けた者に係る使用料又は道路

の占用の許可等を受けた者に係る占用料について適用し、同日前の施設

等の使用の許可を受けた者に係る使用料又は道路の占用の許可等を受け

た者に係る占用料については、なお従前の例による。  

３ 第１８条の規定による改正後の瀬戸市下水道条例第１３条の規定にか

かわらず、施行日前から継続して使用されている公共下水道で、施行日

から平成２６年４月３０日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定



 

されるものに係る使用料（施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利

の確定される日が同月３０日後である公共下水道の使用者にあっては、

当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定

される使用料を前回確定日（その直前の使用料の支払を受ける権利が確

定した日をいう。以下同じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受

ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日か

ら同月３０日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応

する部分に限る。）については、なお従前の例による。  

４ 第１９条の規定による改正後の瀬戸市水道事業給水条例（次項におい

て「改正後の条例」という。）第９条の２第２項の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の給水装置の新設又は改造の

工事の申込みに係る加入分担金について適用し、施行日前の給水装置の

新設又は改造の工事の申込みに係る加入分担金については、なお従前の

例による。  

５ この条例による改正後の条例第３０条の規定にかかわらず、施行日前

から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成２６年４月３

０日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金（施

行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月３０日後

である水道の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以

後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日（その直前の

料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。）から施行日

以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で

除し、これに前回確定日から同月３０日までの期間の月数を乗じて計算

した金額に係る部分に対応する部分に限る。）については、なお従前の

例による。  



 

６ 第３項及び前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が

生じたときは、これを１月とする。  

 


